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寺
　
　
社

」

に
　
つ
　
い
　
て

廃
仏
毀
釈
を
断
行
し
た
維
新
政
府
は
で
き
る
な
ら
ば
神
道
を
国
教
に
し
た
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

天
皇
を
支
配
体
制
の
中
心
に
す
え
て
、
国
民
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
て
い
こ

う
と
す
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
列
強
が
キ
リ
ス
ト
教
の
解
放

を
要
求
し
、
日
本
国
内
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
が
自
由
に
行
な
わ
れ
る

保
証
が
な
け
れ
ば
、
不
平
等
条
約
の
改
正
は
あ
り
え
な
い
と
個
喝
す
る
以
上
、

神
道
の
国
教
化
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
政
府
が
神
社
の
国
教
化
や
、
天
皇
崇
拝
を
推
進
す
る
こ
と
を

あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「神
道
非
宗
教
論
」
を
唱
え
て
、

信
教
の
自
由
と
神
道
国
教
化
と
の
ジ
レ
ン
マ
の
解
消
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

神
道
を
宗
教
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
、
神
道
を
国
民
に
強
制
し
て
も
、
「信
教
の
自

由
」
に
触
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理

を
と
り
つ
つ
、
維
新
政
府
は

「天
皇
崇
拝
」
を
中
心
と
す
る

「国
家
神
道
」
の
成

立
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
打
ち
出
し
た
政
策
が
廃
仏
毀
釈
で
あ

り
、
「神
社
合
祀
令
」
で
あ

っ
た
。

「神
社
合
祀
令
」
の
結
果
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
組
織
が
つ
く
ら

れ
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
に
神
社
組
織
を
破
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
十
万
で
は
き
か
な
い
数
の
神
社
の
す
み
ず
み
ま
で
、
官
僚
と
し
て
の

神
官
を
お
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
現
実
問
題
と
し
て
不
可
能
で
あ
り
、
そ
こ

で
神
社
を
統
合
整
理
し
て

一
地
域
に

一
つ
の
神
社
を
置
く
と
い
う
、
神
社
の
統

廃
合
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
び
と
に
と

っ
て
日

頃
慣
れ
親
し
ん
で
い
て
身
近
な
神
の
否
定
で
あ

っ
た
。

圭同
　

山

　

水ヽ
　
　
久

大
正
三
年
公
布
の
内
務
省
令

「官
国
幣
社
以
下
神
社
ノ
祭
神
、
神
社
名
、
社

格
、
明
細
帳
、
境
内
、
創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
寄
付
金
、
神
社
等

二
関

ス
ル
件
」
を
み
る
と
、
神
社
組
織
が
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
別
格
官
幣
社

を
頂
点
と
し
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
境
内
地
の
大
き
さ
な

ど
も
社
格
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
寺

（神
社
関
係
が
多
い
の
だ
が
）
に
関
す
る
法
規
は
色
々
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
統

一
的
な
法
体
系
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
神
社
に
つ
い
て
の
統

一
的
法
規

（神
社
法
）

制
定
の
必
要
性
は
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
論
じ
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、　
つ
い
に
体
系
的
な
法
規
で
あ
る
神
社
法
は
制
定
さ
れ
る
こ

と
な
く
敗
戦
を
む
か
え
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
西
田
広
義
氏
が
述
べ
た
よ
う
に

「明
治
以
後
の
神
社
法
制
を
最

も
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
そ
れ
が
統

一
的
法
規
を
も
た
ず
、
明
治
維
新
い
ら
い

逐
次
公
布
さ
れ
た
単
行
法
規
―
布
告

・
達

・
勅
令

・
省
令

・
訓
令

・
告
示

・
通

牒

・
回
答
等
々
―
の
集
積
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
」。

な
ぜ
統

一
的
な
法
規
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、　
つ
く
ろ
う
と
す
る

と
ま
ず
最
初
に
神
社
と
は
な
に
か
、
神
道
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
の
定
義
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
神
道
非
宗
教
論
を
唱
え
る
政
府
と
し
て
は
無
理
で

あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

町
村
の
事
務
報
告
の
な
か
で
、
社
寺
に
関
す
る
部
分
は
少
な
い
。
と
く
に
川
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口
村
の
報
告
は
非
常
に
簡
単
で
内
容
が
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
藤

沢
町
の
ほ
う
が
詳
し
く
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
藤
沢
町
を
中
心
に
ど
ん
な
内

容
の
報
告
が
あ

っ
た
か
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
社
寺
境
内
竹
木
伐
採
及
栽
培
二
関
ス
ル
件

一
、
社
寺
修
繕

二
関
ス
ル
件

一
、
神
社
財
産
登
録
処
分
二
関
ス
ル
件

一
、
神
社
予
算
及
決
算

二
関
ス
ル
件

一
、
総
代
入
更
迭
二
関
ス
ル
件

一
、
寺
院
所
有
土
地
届
二
関
ス
ル
件

一
、
寄
付
金
募
集

二
関
ス
ル
件

一
、
古
墳
墓
調
査
二
関
ス
ル
件

一
、
神
職
二
関
ス
ル
モ
ノ

一
、
明
細
帳
氏
子
惣
代
等

二
関
ス
ル
モ
ノ

一
、
神
社
社
掌
異
動
二
依
り
願
届
ノ
受
理

（渋
谷
村
）

以
上
の
内
容
に
関
わ
る
法
規
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
、
社
寺
取
扱
方
府
県

へ
委
任
事
項

（Ｍ
ｌ８

・
５

ｏ
２０
内
務
省
達
甲
第
１６

号
）

一
、
社
寺
総
代
入
選
挙
並
二
収
入
財
産
取
調
方

（Ｍ
ｌ４

・
７

ｏ
２１
内
務
省

達
乙
第
３３
号
）

一
、
官
国
幣
社
以
下
ノ
神
社
ノ
祭
神
、
神
社
名
、
社
格
、
明
細
帳
、
境
内
、

創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
寄
付
金
、
神
礼
等

二
関
ス
ル
件

（Ｔ

２

ｏ
４

・
２１
内
務
省
令
第
６
号
）

一
、
府
県
社
以
下
ノ
神
社
ノ
神
職
二
関
ス
ル
件

（Ｍ
２７

・
２

・
２８
勅
令
第

２２
号
）

一
、
神
社
財
産

二
関
ス
ル
法
律

（Ｍ
４１

・
３

・
２３
法
律
第
２３
号
）

一
、
神
社
財
産
ノ
登
録
二
関
ス
ル
件

（Ｍ
４ｌ

ｏ
７

・
２０
勅
令
第
‐７７
号
）

一
、
神
社
ノ
財
産
登
録
及
管
理
並
会
計
二
関
ス
ル
件

（Ｍ
４１

・
７

ｅ
２０
内

務
省
令
第
１２
号
）

一
、
社
寺
境
内
樹
木
濫
伐
禁
止

（Ｍ
６

ｏ
７

ｏ
２
大
政
官
布
告
第

２３５
号
）

こ
れ
ら
の
法
規
に
つ
い
て
全
部
で
は
な
い
が
簡
単
に
内
容
紹
介
を
し
た
い
。

「官
国
幣
社
以
下
…
…
神
社
等

二
関
ス
ル
件
」
を
み
て
い
く
と
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「神
社
、
建
物
ア
ル
遥
拝
所
及
官

修
墳
墓
二
付
テ
ハ
地
方
長
官

ハ
別
記
様
式
二
依
り
其
ノ
明
細
帳
二
通
ヲ
調
製
シ

一
通
ヲ
内
務
大
臣
二
通
達
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
そ
の
他

「神
社

ハ
明
細
帳
ノ
記

載
事
項
二
変
更
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
又
は
其
ノ
訂
正
ヲ
要
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
是

ヲ
地
方
長
官
二
申
出
ツ
ヘ
シ
」
と
あ
る
。
ま
た
境
内
の
竹
木
伐
採
に
関
し
て
は

「境
内
地
二
於
テ
枯
損
木
竹
又
は
障
害
木
竹
ヲ
採
取
セ
ム
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
地
方

長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
と
第
十
七
条
に
書
か
れ
て
い
る
。
寄
付
金
に
つ
い

て
は
第
四
十
三
条
に
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「神
社
又
神
社
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
者

ニ

於
テ
寄
付
金
ノ
募
集
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
ロ
的
、
方
法
、
金
額
、
区

域
、
期
間
及
募
集
員
ノ
身
元
ヲ
具
シ
神
社
所
在
地
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ

ル
上
更
二
募
集
地
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
其
ノ
事
項
ヲ
変
更
セ
ム
ト
ス

ル
ト
キ
亦
同
シ
」。

「神
社
財
産
二
関
ス
ル
法
律
」
に
お
い
て
、
「神
社
財
産
ノ
登
録

ハ
神
社
所
在

地
ノ
地
方
庁
二
於
テ
是
ヲ
為
ス
」
と
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
に

「神
社

ハ
神
社
財

産
ヲ
処
分
シ
タ
ル
ト
キ
若

ハ
其
減
失
シ
タ
ル
ト
キ
又

ハ
宝
物

ニ
シ
テ
其
ノ
資
格

ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ

ハ
七
日
以
内
二
登
録
ノ
抹
消
ヲ
申
請
ス
ヘ
シ
」
と
あ
る
。

「神
社
ノ
財
産
登
録
並
会
計
二
関
ス
ル
件
」
の
第
八
条
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「神
社

ハ
毎
会
計
年
度
収
入
支
出
予
算
ヲ
定
メ
年
度
開

始
ノ

一
月
前
迄
二
地
方
長
官
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ
」
、
「神
社

ハ
毎
会
計
年
度
収

入
支
出
決
算
書
並
資
金
明
細
書
ヲ
調
製
シ
翌
年
度
二
月
二
十

一
日
迄
二
地
方
長

官
二
報
告
ス
ヘ
シ
」。
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